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  議会運営委員会会議記録（概要） 

  令和８年５月２５日（月） 

 開  会（午後１時３０分） 

 ○植竹委員長就任挨拶 

 ○青木副委員長就任挨拶 

 ○末吉副議長就任挨拶 

 ○各委員の自己紹介 

 ※委員挨拶後、委員長より、副議長は今後も委員外議員として議会運

営委員会に出席する旨を確認した。 

  ○席次の決定 

  ※別紙３のとおり決定した。 

粕谷不二夫議長  本日は、令和８年第４回（６月）定例会議の日程について及び      

議会の運営に関する事項について協議をお願いします。 

 【議  事】 

  ⑴ 令和８年第４回（６月）定例会議の日程等について 

① 市長提出議案の報告等 

林副市長 議案第 46 号から議案第 60 号までの 15 件を提出します。（※議案第 46

号から議案第 60号までの概要を説明） 

なお、追加議案として農業委員会委員の任命を 17件、固定資産評価審査

委員会委員選任を２件、人権擁護委員の推薦を１件の合計 20件を予定して

おります。 
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 ② 会議予定（案）等の説明 

 ※大島議会事務局参事が会議予定表（案）に基づき説明 

 ③ 一般質問者数の確認 

 自由民主党・維新・参政・無所属の会    ６人 

公明党                  ４人 

至誠自民クラブ              ５人 

日本共産党所沢市議団           ４人 

 市民クラブ未来              ３人 

 さきがけ                 ３人 

 立憲リベラルの会             １人 

 立憲民主党・れいわ新選組         ２人 

 ※以上、28人から通告があった。 

植竹成年委員長 一般質問の日数は５日間、１日目から４日目までは１日６人、５日目

が４人となります。 

 ④ 会議日程の確認 

植竹成年委員長 会議日程は、予定表（案）のとおりでよろしいですか。 

（委員了承） 

 ⑤ 一般質問順位の決定（抽選） 

 休  憩（午後１時４８分） 

 再  開（午後１時５０分） 

 ※一般質問順位について、別紙４のとおり決定した。 
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 ⑥ 一般質問通告締切日時について 

 ６月２日（火）議案調査日１日目の正午 

植竹成年委員長 一般質問の通告書は、指定の様式で提出をお願いします。 

 ⑦ 議案質疑通告締切日時について 

 ６月３日（水）議案調査日２日目の正午 

植竹成年委員長 議案質疑の通告書についても、指定の様式で提出をお願いします。 

 ⑧ 議員提出議案提出締切日時について 

 ６月９日（火）一般質問調査日１日目の正午 

 ⑨ 請願・陳情書受付締切日時について 

 ５月２７日（水）午後５時 

 ⑵ 議会の運営に関する事項について 

 ① 議会運営委員会申し送り事項について 

植竹成年委員長  次に、議会の運営に関する事項についてです。 

初めに、あらかじめ配信している「議会運営委員会申し送り事項」を御

覧ください。併せて、「申し送り事項等に係るロードマップ（案）」も御

覧ください。 

情報セキュリティポリシーは「基本方針」と「対策基準」の２層構造と

なっており、地方自治法の一部を改正する法律が公布され、普通地方公共

団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和８年４月

１日までに、それぞれが管理する情報システムの利用に当たってのサイバ

ーセキュリティを確保するための方針を定めて、公表することが義務づけ
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られました。当市議会においても、セキュリティポリシーの「基本方針」

を策定し、４月１日付で市議会ホームページに公表しております。そして、

「基本方針」の策定後、「対策基準」を策定する必要があることから、申

し送り事項として挙げられたものです。 

ペーパーレス会議システムについても、昨年度導入して１年がたち、２

年目となることから、引き続き運用についての検討をする必要があると考

えます。 

また、５月８日の議会運営委員会においても、「５月 15日の議会人事の

結果により、今後のＩＣＴ作業部会について検討していただきたい」とあ

りました。 

つきましては、情報セキュリティポリシー及びペーパーレス会議システ

ムの運用について、再度、この議会運営委員会内に各会派１人ずつで作業

部会を立ち上げる必要があると考えますがよろしいですか。 

（委員了承） 

それでは、作業部会長を青木副委員長にお任せしたいと思いますがいか

がですか。 

（委員了承） 

副部会長を神戸委員にお願いしたいと思いますがいかがですか。 

（委員了承） 

よろしくお願いします。それでは、各会派から委員になられる方の報告

をお願いします。 
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【作業部会メンバー】 作業部会長：青木副委員長 

            副部会長：神戸委員 

                 石本委員 

                 花岡委員 

                 島田委員 

                 川辺委員 

                 谷口委員   計７名 

それでは、作業部会員になられた皆様、よろしくお願いします。 

後ほど、部会の開催等について日程の調整をお願いします。 

  ② 視察について 

植竹成年委員長  次に、視察についてです。視察先とテーマについての御要望がありまし

たら、定例会議最終日の６月 19日まで受け付けますのでよろしくお願いし

ます。その上で、いただいた意見を参考に、視察先を正副委員長一任とさ

せていただくことでよろしいですか。 

（委員了承） 

それでは、本日、日程を確定させたいと思います。10月 28日（水）から

10月 30日（金）までの２泊３日としたいと考えていますがいかがですか。 

（委員了承） 

それでは、視察先等が決まり次第、御報告いたします。 

 ⑶ その他 

植竹成年委員長 最後に、その他ですが何かありますか。 
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谷口雅典委員 我が会派としては、議場のバリアフリーについて引き続き調査研究を

求めます。 

植竹成年委員長 谷口委員から、議場のバリアフリー化について議会運営委員会でこの

１年協議していただきたい旨の発言がありました。令和７年度において

も議場のバリアフリー化については議論してきたところで、視察先のテ

ーマに含める、または各委員から所沢市議会における議場のバリアフリ

ー化についての提案をいただきながら協議を進めていきたいと思います

がよろしいですか。 

（委員了承） 

花岡健太委員 提言に関して、議会運営に関わる範囲で、前回の臨時会議で多数決に

よる提言が出されましたが、私の認識だと多数決で出された提言は所沢

市議会ではなかったと思います。まずは、そのことについて事務局に確

認させていただいてもよろしいでしょうか。 

大島議会事務局

参事 

委員会からの提言については、多数により提出したものはございませ

ん。 

花岡健太委員 提言に関しては議会基本条例や申し合わせにないものですが、委員会

として提言を出すには、やはり重みが必要になってくるわけであって、

これは全会一致を目指すべきものであると考えますが、議会運営委員会

として確認させていただきたいと思います。 

植竹成年委員長 おっしゃるとおり、委員会における提言というものは全会一致が望ま

しいという記述は、条例、規定、申し合わせにないのは事実です。ほか
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には、委員会における付帯決議については、申し合わせで全会一致が望

ましいというようになっています。提言についてはありませんが、委員

会における提言についても全会一致が望ましいものなのかなとは思って

おります。 

ただし、委員会における提言については委員長及び委員会でまとめて

委員長報告されるもので、委員長及び委員の皆さんが提言をまとめるに

当たっての協議、内容も含めてしっかり議論した上で、これまでどおり

委員長報告及び提言をまとめることが望ましいと私は思いますがいかが

でしょうか。 

川辺浩直委員 私としてもやはり委員会の中ではいろんな議論をして、決め方におい

ても協議会等で十分議論をして決めていくという、そういう時間的な余

裕もあることから、今委員長がおっしゃったような形でいいかと思いま

す。 

大石健一委員 私も何年も議員をやらせていただいていますが、議会というのは時代

によって少しずつ変わってきています。事務局はこれまでないと言いま

すが、多数提言とか少数提言とか、決を採って出してきていることとか、

付帯決議の決を採ってきていることとか、議論を積み重ねてきています。

今回の谷口市民文教常任委員長の決を採った提言についても、これは前

例として残ってきているため、前例は前例として踏まえていくというの

はもちろん、これまでどおり我々は議会の中で議論を尽くして合意形成

を目指してきています。議会自体も変わってきている中で、前例として
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残ってきたものは前例として踏まえておくことが大切だと思います。 

石本亮三委員 確かに、全会一致を旨とする、努力するというのはあると思います。

私も議員になって今年で 20 年目ですが、全会一致の過去の歴史を見れ

ば、先日の委員長報告に花岡委員が質疑したところだと、平成 21年３月

定例会、当時の市民環境常任委員会、赤川委員長の下で、先ほどの放課

後児童に関する多数提言案と少数提言案ということで、基本的にあのあ

たりで私の記憶だと全会一致が崩れたというところがあります。２回目

に大きく崩れたのは前期の最後の年で、通年会期制に関して議会運営委

員会で矢作議員が決を採ってくれと言って、そのときは中村元議員とか

が採らないほうがいいのではないかとかなりたしなめました。 

しかし、そのときそちらの会派の議員は多数決を採ってくれと言いま

した。今回は提言だから質が違うと言うかもしれませんが、議会運営に

関わることだから、議会運営委員会で多数決を採るほうが提言で多数決

を採るよりもはるかに重いと思っています。先ほど大石委員が言ったよ

うに、そのときそのときの歴史で、時代時代でやはり微妙に変わってい

くわけですよ。私は市民文教常任委員だから覚えているけれども、谷口

委員長はかなり丁寧にやったと思います。そういうことでいくと、そう

いう積み重ねにずっと縛られていくような考え方でいたら何も進まず、

実際に提言に関しては先ほども言ったとおり申し合わせがありません。

申し合わせがないということはどう動くか分からない。私は視察の受入

れを 110 回以上やっていて、視察に来た人によく言いますが、我々の議
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会基本条例の一番の骨格は前文の最初の３行で、法律に反しない限り議

会ができるということでいけば、法律に反していないのだから、今回の

ことは新たな議会の歴史の１ページとして刻まれたなという認識です。 

あまりそういうことばかり言っていたら、今までのそちらの会派の議

員が言っていた発言は何だったのだということになるから、あまり過去

のことばかり言い出すと始まらないのではないかと思います。 

花岡健太委員 過去のことを持ち出すと始まらないとおっしゃいますが、少数会派の

意見等もあるため、やはり提言は民主主義的にも全会一致を目指してい

くということを踏襲していくべきではないかと思います。 

大石健一委員 谷口委員長も言ったとおり法律的に差異はないわけですよ。我々は民

主主義にのっとって、法律に基づいて、地方自治に基づいて多数決で決

めたわけで、その多数決に差異はないと谷口委員長がはっきりと言いま

した。谷口委員長は全会一致になるように努力して、努力してその結果、

法律に基づいて、民主主義に基づいてやってきた、それ以外ではないと

思います。 

谷口雅典委員 全会一致になるよう非常に努力しました。最後は多数決やむなしで皆

さんに調整の段階で合意を取りつつ、多数決になったというのが流れで

す。 

植竹成年委員長 全会一致が望ましいということは変わりないと思います。委員会にお

いて今後提言をまとめる、そして委員長報告するにしても、やはりその

委員会の中で、委員長を中心に委員の皆さんと協議しながらまとめてい
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く、そのような方向で今後も変わらずやっていきたいと思います。 

島田一隆委員 先日の臨時会議の件で、委員長報告に対する質疑の中で花岡委員が４

回質疑されたかと思いますが、私達の記憶の中では、質疑なので３回ま

でという認識でいました。４回目まであったので、委員長報告に対する

質疑についても従来どおりということであれば３回までということでよ

ろしかったのかを確認させていただきたいと思います。 

植竹成年委員長 会議規則の中では、質疑においては原則３回及び議長の判断とあった

かと思いますが、確認のため事務局よろしいでしょうか。 

大島議会事務局

参事 

会議規則第 55条に、「質疑は、同一議員につき、同一議題について３

回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、こ

の限りでない。」と規定されております。 

植竹成年委員長 基本３回、ただ議長の裁量によってとなっておりますので御了解くだ

さい。 

石本亮三委員 平成 30年度の議会運営委員長を私がやっていましたが、その年に議案

質疑の選択制を導入しました。そのときの委員長だからかなり記憶に残

っていますが、委員長報告というのはそれまで３回という原則でしたが、

そこに関して回数を撤廃するという議論はなかったと思います。そのた

め、やはり基本は原則３回だと思います。 

植竹成年委員長 原則３回というのが規則で定められている以上、そこを持って進めて

いきたいと思いますので御了解ください。 
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 散  会（午後２時１０分） 

 



別 紙 １

　令和 ８ 年 ５月 ２５ 日 （ 月 ）

開     会 午　前　・　午　後 　　１ 時 ３０ 分

散     会 午　前　・　午　後 　　２ 時 １０ 分

場     所 全員協議会室

委 員 長 植　竹　成　年 ✔

副 委 員 長 青　木　利　幸 ✔

委 員 石　本　亮　三 ✔

〃 神　戸　鉄　郎 ✔

〃 小　林　澄　子 ✔

〃 花　岡　健　太 ✔

〃 島　田　一　隆 ✔

〃 川　辺　浩　直 ✔

〃 谷　口　雅　典 ✔

〃 大　石　健　一 ✔

〃 中 　 　毅　志 ✔

〃 入　沢  　　豊 ✔

議   長 粕　谷　不二夫 ✔

副議長 末　吉　美帆子 ✔

  議  会  運  営  委  員  会
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部局 課 職名 氏名

総務部 次長 田中　浩文

総務部 文書行政課 課長 萩原　達雄

秘書室 秘書担当参事 松崎　清吾

職名 氏名

事務局長 越智　三奈子

事務局参事 大島　光治

主査 仲　沙織

主査 谷口　周

主査 山玉　和男

主査 宮地　亮太

主任 入江　亮

主任 並木　大和議会事務局

　●出席表　　　　　　　　         【議会運営委員会】　令和　８年　５月２５日

　説明員等

　議会事務局

部局

議会事務局

議会事務局

議会事務局

議会事務局

議会事務局

議会事務局

議会事務局
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                                 R8.5.25～ 

説明員席 

川辺 浩直 

委員 

植竹 成年 

委員長 

青木 利幸 

副委員長 

大石 健一 

委員 

粕谷 不二夫 

議長 

谷口 雅典 

委員 

石本 亮三 

委員 

島田 一隆 

委員 

中 毅志 

委員 

小林 澄子 

委員 

花岡 健太 

委員 

神戸 鉄郎 

委員 

入沢 豊 

委員 



別 紙 ４

日 次 月 日 曜 日 順 位 通 告 者 日 次 月 日 曜 日 順 位 通 告 者

1 山　口　浩　美 19 石　原　 　　昂

6月 2 秋　田　 　　孝 6月 20 小　林　澄　子

15 (月) 3 荻　野　泰　男 18 (木) 21 矢　作　いづみ

15日 4 川　辺　浩　直 18日 22 赤　川　洋　二

5 亀　山　恭　子 23 中　　 　毅　志

6 島　田　一　隆 24 中　井　めぐみ

7 青　木　利　幸 25 前　田　浩　昭

6月 8 大　石　健　一 26 神　戸　鉄　郎

16 (火) 9 谷　口　雅　典 27 佐　野　允　彦

16日 10 斎　藤　由　紀 28 長谷川　礼　奈

11 花　岡　健　太

12 入　沢　 　　豊

13 斉　藤　かおり

6月 14 石　本　亮　三

17 (水) 15 松　本　明　信

17日 16 長　岡　恵　子

17 大久保　竜　一

18

19 (金)

6月

19日

令和８年第４回（６月）定例会議　　一般質問日程概要


